
料の納付を猶予する若年者納付猶予制度があ
ります。
　申請は毎年必要ですが、全額免除・納付猶
予に該当する場合は希望により翌年手続きをし
なくても継続して申請できる制度があります。

社会保険庁ホームページのご案内社会保険庁ホームページのご案内

　社会保険庁では、年金に関する手続きなどの
ご相談や公的年金制度を解説したホームページ
（Ｕ http://www.sia.go.jp）を開設しています。
掲載内容
①年金制度などの概要　②各種手続き・申請
方法　③年金受給見込み額の試算　④年金加
入期間の確認　⑤年金に関するQ&A⑥年金相
談窓口の案内　⑦年金制度改正の概要　⑧長
官へのメール（ご意見・アイデア募集）など

問い合わせ
熊谷社会保険事務所（☎ 522 － 5158）へ
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後期高齢者医療 限度額認定・標準負担額減額認定証の更新
　平成 20 年度の住民税が非課税の世帯のかたは、申請して認められると、入院したときの医療費の自己
負担や食事代が減額されます。
　現在お使いの認定証は7月31日㈭で有効期限が切れます。8月1日㈮以降も減額認定証が必要なかたは、
改めて手続きが必要になります。

■申請受け付け　8月 1日から
■申請に必要な物　・後期高齢者医療の保険証

・期限切れの減額認定証
・平成 19年の公的年金が 80万円以下のかたは年金収入が分かる書類
・平成 20年 1月 2日以降に転入されたかたは、世帯全員の住民税非課税証明書
（平成 20年 1月 1日現在（賦課期日）における住所地から取り寄せてください）

　後期高齢者医療では、被保険者のかたの世帯や所得の状況に応じて、医療費の 1割または 3割を
自己負担することになります。世帯や所得の状況は変動することから、毎年 8月に保険証と限度額
適用・標準負担額減額認定証の更新を行います。

■申請に必要な物　・平成 19年中の収入の合計が分かる書類
・後期高齢者医療の保険証

負担割合の判定基準負担割合の判定基準

同じ世帯の被保険者全員について
平成 20年度住民税課税所得（各種控除後）が 145万円未満の場合

同じ世帯にいる被保険者のうち 1人でも
平成 20年度住民税課税所得（各種控除後）が 145万円以上の場合

1割負担1割負担

3割負担3割負担

 後期高齢者医療 保険証の変更
➡ 負担割合に変更が生じるかたには、新しい保険証を郵送します
 ➡ 負担割合に変更のないかたは、お持ちの保険証をそのままお使いください

1 3 割負担に該当するかたのうち、次のかたは、申請して認められると負担割合が 1割に変更になります
負担割合の変更は、申請の翌月からとなります

・世帯の中に被保険者が 1人の場合       ➡ 平成 19 年中の被保険者の収入が 383 万円未満
・世帯の中に被保険者が 2人以上の場合 ➡ 平成 19 年中の被保険者の合計収入が 520 万円未満

2 3 割負担に該当するかたのうち、上記1に該当しなかったかたで、次の 2点両方に当てはまるかたは、
申請して認められると 1か月に支払う自己負担限度額が減額になります
自己負担限度額の減額は、申請の翌月からとなります

・世帯の中に被保険者が 1人であり、そのかたの平成 19年中の収入が 383 万円以上
・被保険者本人および同じ世帯の 70 歳以上 75 歳未満（平成 20 年 8月 1日現在）のかたの、平成 19
年中の合計収入が 520 万円未満

後期 齢者医高 療 国民 康保健 険

　国民健康保険高齢受給者証は、世帯や所得の状況に応じて、医療費の負担割合や自己負担限度
額が決定されます。世帯や所得の状況は変動することから、毎年 8月に高齢受給者証の更新を行
います。

70 歳以上 75歳未満で国民健康保険に加入しているかた
　深谷市国民健康保険に加入の 70 歳以上 75 歳未満のかたには、保険証のほかに 1割または 3割の高齢
受給者証が交付されます。同一世帯内の 70歳以上 75 歳未満の国民健康保険被保険者の平成 20年度住民
税課税所得（各種控除後）により負担割合の判定（1割または 3割）を行った後、新しい高齢受給者証を
7月末に該当者全員に郵送します。8月からは、新しい高齢受給者証をお使いください。

同じ世帯の 70歳以上 75歳未満（平成 20年 8月 1日現在）の国民健康保険被保険
者全員について、平成 20年度住民税課税所得（各種控除後）が 145万円未満の場合

　一部負担金の割合欄の表記方法は、有効期限に関係なく「2割（平成 21年 3月 31 日までは 1割）」と
なります。制度改正により平成 20年 4月から高齢者の一部負担金の割合が 1割から 2割に引き上げられ
ることとされていましたが、この改正が現在凍結され、平成 21年 3月までの 1年間は 1割に据え置かれ
たため、今回の表記となります。平成 21年 4月からは 2割負担となる予定ですのでご注意ください。

同じ世帯の 70歳以上 75歳未満（平成 20年 8月 1日現在）の国民健康保険被保険
者のうち 1人でも平成 20年度住民税課税所得（各種控除後）が 145万円以上の場合

　一定の基準※1 を満たせば「基準収入額適用申請」をすることにより、負担割合が変更に、自己負担
限度額が減額※2 になります（判定により申請が必要なかたには、6月に通知をしています）。
※ 1　一定の基準については、お問い合わせください。
※ 2　負担割合の変更、自己負担限度額の減額は、申請の翌月からとなります。

■申請に必要な物　・平成 19年中の収入の合計が分かる書類・保険証・高齢受給者証

1 割負担のかた1割負担のかた

3割負担のかた3割負担のかた

国民年金保険料の多段階免除制度国民年金保険料の多段階免除制度

　国民年金の第1号被保険者（自営業者など）
で、保険料を納めることが困難なときは、保
険料が免除される制度（全額免除・半額免除・
4分の 1免除・4分の 3免除）があります。
　免除の対象になるかどうかは、本人・配偶
者・世帯主の前年の所得がそれぞれ免除基準
以下であることが条件となります。
　また、退職（失業）や天災などの理由によ
る免除申請もできます。その際は、公的機関
で発行する証明書などを添えてください。
　このほか、30 歳未満のかたを対象に保険
免除承認期間

申請月 承認期間

平成 20年 7月 平成 19年 7月～ 20年 6月
（18年所得で審査）

平成 20年 7月
～ 21年 7月

平成 20年 7月～ 21年 6月
（19年所得で審査）

国 民 年 金 情 報

 ■ 保険年金課　☎ 574－ 6641　　■ 岡部市民環境課　☎ 585－ 2213　　　　　　　　  ■ 川本市民環境課　☎ 583－ 2783　　■ 花園市民環境課　☎ 584－ 1122問い合わせ

※ここでの被保険者とは、後期高齢者医療の加入者のことです。
※自己負担限度額とは、保険が適用される治療について、医療機関窓口で１か月に支払う医療費の上限額
です。


